
概略図

（１）飯能市へ移管する区間
一般国道299号から飯能市道へ
※令和8年4月1日から飯能市管理

（２）一般国道299号から一般県道飯能停車場線へ変更する区間
※引き続き県管理

（２）一般国道299号から主要地方道青梅飯能線へ変更する区間
※引き続き県管理

（２）一般国道299号から一般国道407号へ変更する区間
※引き続き県管理

（１）入間市へ移管する区間
一般国道299号から入間市道へ
※令和8年4月1日から入間市管理

凡例
（１）飯能市又は入間市へ移管する区間
（２）一般国道299号から埼玉県が管理する別の路線に変更する区間
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